
 

 

 

長野県科学技術振興指針 
～「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現をめざして～ 

（案） 
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≪長野県の科学技術振興に関する基本的な考え方≫ 

 

本指針では、当県の科学技術政策の現状を踏まえ、県の科学技術

振興に関する基本的な考え方として、大学・県試験研究機関等にお

いて創出された科学技術を活用※することに重点を置くこととしま

す。 
 

※ 本指針において、「科学技術の活用」とは、科学技術を活用した研究開発や

技術開発に加え、それに付帯する人材の育成・確保や普及啓発、広報等も含

むものとします。 

 

 

≪指針の総括的めざす姿※の実現に向けた基本的な考え方≫ 

 

「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」を

実現するためには、県民や企業、さらには行政などが抱えている様々

な課題（＝地域課題）を解決することが必要となります。従って、

本指針では、指針の総括的めざす姿の実現に向けた基本的な考え方

として、地域課題の解決に重点を置くこととします。 
 

※ 本指針の総括的めざす姿は「『貢献』と『自立』の経済構造への転換」です。

詳細については、「第２章 １ 指針の総括的めざす姿」（３頁）を参照して

ください。 


